
特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名札幌地方検察庁令和元年10月31日分
一～口～一～ご- 子宮 ず÷ ざ÷F 甦奄っ"F兄ず膏 口紅菅 F ■ ･･Fβ"PF 曲P F少 ｡｡F"グクーゥゥゥP●"ｩ草子ウヴグ｡一●－F少か●●抄

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－令菫一-

基、四后
■ P マーー今一一■鍔鄙寺 ご～一F一一芋～←クク T マ訂 エ マ エグ 』 ③ q 辻

－

於延唐土

－

■■■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名旭川地方検察庁令和元年1o月 日分
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件
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【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名旭川地方検察庁
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令和元年1o月 日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは, 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

本表該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名青森地方検察庁令和 年10月 日分
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－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙B

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名青森地方検察庁
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令和 年10月 日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名盛岡地方検察庁令和元年10月31日分
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙 3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名盛岡地方検察庁
全 10月31日昂

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

令和元年10月31日分 庁名仙台高等検察庁
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名仙台高等検察庁
△ ﾛ元年10月

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日
～

－－－－－－－－
~~～～

－－－～、～－
－－－－

－－～
～－－

～－－－－



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

令和元年1o月 日分 庁名仙台地方検察庁
－ヶ～

－

－

ｇ
■
ｌ
■
■
Ⅱ
Ｉ
ｐ
ｂ
１
ｌ
Ａ
ｒ
ｄ
Ｈ
■
■

－

－
１
１

～－－－－ター

pけ ■

－守

ひ ﾑ ｺﾞ ｰｺﾞ

－

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名仙台地方検察庁
今 ﾛ元年10月31日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

1 ■■■■■■■
■■■■■■

I■■■■■■■■ ■■■■ ■■■。



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名秋田地方検察庁令和元年10月 日分
一一一~幸一盈一.全、竺到Pへ→～－－~も一・一ｰ今～一一戸＝－1…電巽＝￥す凸…? z平､●■ﾛﾀ.△r ･ F -幹己ﾚ 、″ ･一ｴ 劇一一～っ←ムーー ヂュ ， .
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－

総計
－ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件
辛～辛〆〆”夢〆二FPp 1－寺” 『 ◇〆少少鉾F ゴグーー■

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名秋田地方検察庁
ーニタコーェゴ■互伊●宇互ゴーFP ず字一F壺壺コーーーニ一三二早己F－ = －＝ 凸 ▽一一一一一

A
0月 目

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名宇都宮地方検察庁令和元年10月31日分
－

次期上申

予宇件對
－

言__ ~~~ . ．r~~:－

、一一ムー F 寺 F－舎 一÷ごグロ卒一二 L

－

－

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■-

総計
－

0件(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4｢前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名宇都宮地方検察庁
＝～ﾃ 腸一百 F主里一一一司＝－ﾏ互ｴ、← ﾖ Qご－やご多才◇ 字上～』 ◇…ヨ.一宰今

一声寺 ーず～～声一』 、一戸ゴー一 ▲ナーFP－

A ﾛ元年10月31日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名 前橋地方検察庁令和元年10月 日安
ーF今互々 ﾏ △F F . - △- -､死－ ～L一・ 三44､已 守｡ ､タゴザ"● 〆ヂ
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－

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件
－

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名 前橋地方検察庁
一毎一一ロクウ左ヂタ～一一一ロゲ旬夕～づターヮごう～

令和元年10月 日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

／

番号 罪名 氏劣 召 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名 静岡地方検察庁
~～ もFr ■~■■q 勺○ FEb L－戸宇●令一rF－～ー 一』 勺 一一÷』 戸←～

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名 静岡地方検察庁
~bシヱ ー 十 r＝ 、､ ▲字Aご" 圭 F－ 斧 ▲ －ナグー e 全 －凸 = 一ニァヘ

令禾ﾛ元年10月 日分

ノ

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。）。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

1

2

3 該当事項なし

4

5

6



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名新潟地方検察庁令禾ﾛ元年10月 日分
一一一一一一今一安ザー－令 F,巳舎9分あじ一・ ●･ 1 --』 .〃－ず一一一Fデー一戸－≠晶

｜
’
吾ULlF

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件
Fググェョーニー～〃査字一圭丘一一今～一一一～～

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

（

(用紙日本産業規格A4)
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別紙B

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名新潟地方検察庁
~クニ～戸〆ダーグーテ一一～一一一一‐～一一ウーケーーー

△、 分ﾛ元

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

I

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

令､ﾛ』－． 0月 日分 庁名岐阜地方検察庁
＝ベーニケー ▲去幸や ■争 ■口4 4 ｡ ● 芋■●P～争争争ゅ一一ゆP~

■■■■■■■■I■■■■■■■■■■■

窃上年

壼件對
－

－

基、四局

I
● モ 一 一一●幸クーーゴ →←七 一炉一壱 ダ

’
0

－

一 一

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理

当期受理|前期未済’
寺 コ ョョPP＝～～ニ ー ョーゴ舎幹一一苧戸壱一－一一

合計

処理
一一一一一二押 ~－=一一一芦r ~ 争一か一～戸" ▼ 一 ~ ﾅｰ ﾛ F~ ℃ で " ﾏ ﾏ ？ ﾖ ｮ b ･ ･ﾃ ﾏ F~

当期上申｜ その他｜ 合計

未済

件数
０
０
も
ｄ
Ｊ

七

’

０

８

・

ｇ

Ｐ

Ｊ

も

Ｂ

Ｊ

Ｂ

■

Ｂ

ｒ

４
１
１
Ｊ
可
▼
‐

’

Ｏ
－
０

凸 凸 』 二 一諄= 国ヨユ孕二 子二一F~ 十 岸互午ヨー÷～己一一ｼﾞｰ ｮ

Ｏ
０

０
－
０

1
一声● ～チ芦. 一一か一

1
グーヂーーヂヶ少ダヂーテ ●ゴー企子F少一～

0

1

1

凸
■
‐
ｈ
６

△
■
９
０
口
７
１
０
里
ｒ
４

！
夕

■

〃

骨

■

■

も

ｂ

‐

１

β

丘

守

凸

叶

Ｏ
－
Ｏ

1

0

０
－
０

ｆ

証

’

４

’
Ｏ
－
Ｏ

０
０

1 0 1 0 0 0 1



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名岐阜地方検察庁
ローーーーーー－－－

令和五年10月31日分

苧’
罪名 刑の内容

■

氏名 願書受理日

■■■■■’

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名名古屋高等検察庁令和元年10月31日分
－．－P－卓～一

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

I記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙B

特別基準恩赦受理処理状況（その 罪名別受理状況）口：

庁名名古屋高等検察庁
一一一一一一一ヂグーヂー－今与＝一企ま＝子令ターーナー一へ－ 一一云 ナー●今一一

今
一年10月 日安

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



（

特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

令和元年10月 日分 庁名名古屋地方検察庁
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙 3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名名古屋地方検察庁
寺 Fヨイ可Fぐざ抄ｲ迅 辰 E ＆里三好f 2 るず もL ､ 呂 ､ L- 1全ゴ. ﾏ型 ▲ﾛ ， －－

全 分ﾛ元年10月 目

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名京都地方検察庁令和元年10月 日会
一－一｡←抄●PP｡●タ●■P①P釘一F●▼一F五T ニ マ■ 可＝ー

－

次期上年

予宇件對
－

－

･辞令 － 一

－

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件
一F■P■＝～卓～

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙 3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名京都地方検察庁
一ザ一一－－－－－

令和元年10月31日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 :統計表）別紙3

庁名 大阪地方検察庁令和元年10月31日分

－
－

－
－

一一－剣 一

－

〆七千● ●…のヂーダ"－■ r■"P ■ 一手

－-－勺一一一△二●①

－
－~

総計
－

－

(参考） 基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1 特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受
理したものについては， （参考）柵こ記載する。

2 「当期」とは,本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合》当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の
直近の期間を指する

3 「当期受理」には”職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は,前期の報告に係る「未済件数』と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6 受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7 管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。
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■ ●

合計

処理

当期上申 その他 合計
● ◆

未済

件数

－－．－一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
一卜 ～ﾛ P 幸 ≠ ～一一

1

■ ､

0

0

0

1

･0

1 0 1 0 0
む ●

0 1



0

別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名大阪地方検察庁

令和元年10月31日分

|番号’ 罪名
'1 ｜■■■

■
■

氏名 刑の内容 願書受理日

I | ■■■■ || ’

’

【記載要領】

1 当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20:日までの期間）を指す。

3 管内の支部等での受理分についてはう本庁でとりまとめた上，通知する。

(



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名鳥取地方検察庁
ｰもー苧･辛令安卓▼公一子一戸gヘュー～背寺一・匹L手ﾕ ﾀ ■､、ぷ" 喀乏dEﾆｹﾀた一少少かむ圭凸－寺F.寺ず℃＝-

－

－ －

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件
一

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名鳥取地方検察庁
－－

令和元年10月31日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名広島高等検察庁令和元年10月 日〃
－岬－－，”一－一－玉-.,－

-- ご実三一 －
●◆ ■

車意F-- －

Ja 一一一一ム P す

’
－

総計
－ －

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件
一一一一

『

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。“ 、

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含むb

4 「前期未済」は，前期の報告に係る［未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の｢合計」一処理の｢合計」＝『未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりま．とめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名広島高等検察庁
牛 ｮ P ぺ 』÷r＝ ザ戸▲〆■

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ）・・

2 「当期」とは,､本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については,本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日
巳■ 心

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名広島地方検察庁令和元年10月 日分
一■手■ ローラー一一F一等軒グ手ナFターヨーーダタ－一ﾕー ョ

－ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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畠ULIi
一一皇苧d ･ 』 －手

や 、

－

－

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙 3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名広島地方検察庁
一F■一－"一一～デー一ヨニーーーニー

令和元年L__Q月a__Z_日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名山口地方検察庁
－－－‐＝－－－－｡－ F 〆･ｲｰｰ÷一
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6 旬
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件
－”全一グ三一一

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。 、

2． ｢当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日からil月20日までの期間）を指じD ･ ｢前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。 、

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知ずる。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙S

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名山口地方検察庁
～一グーテーー

【記載要領】

1当期において受理した案件は,罪名ごとに』氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） ．

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上, :通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名
c ■

刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名高松高等検察庁
＝■ ,玉七－ ＝■－

一一F宏一→一

－

P

， うち公
－

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名高松高等検察庁
△ 0月 0－日尖

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



、／

特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

0月 日分 庁名福岡高等検察庁
…～－~＝一勺諸ザヶー､で .乱■己｡ .‐L- P～－
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 1件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名福岡高等検察庁
一.一二－③ゴ

一一一一戸一一一” 』 一一

へ
O月 日尖

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名熊本地方検察庁令和元年10月31日分
一一一一＝一一一戸一一一一一一一= 戸P伊- -L △ら〃コ△子 L rケ p牛一手穿宇 ---←

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件
ダニF一一～

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名鹿児島地方検察庁合和元年10月 日分
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名鹿児島地方検察庁
一三一一ダーチー一△一=可一 二一一一一＝←

－"望 む一

△、 分元年10月31旧

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし


